
シート3
（医療）

 発達障がいの相談を受けている医療機関については、「発達障がい者
（児）のための医療機関リスト」を参照ください。（リンクあり）

○小児科

○精神科/心療内科

○耳鼻科

○ことばの訓練

＊注意点

・予約制の医療機関も多くあります。お問い合わせの上、受診されることをお勧めします。


